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要
旨

本
法
律
案
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
う
高
齢
者
の
単
身
世
帯
や
要
介
護
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
高
齢
者
の

居
住
の
安
定
の
確
保
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
る
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
計
画
の
策
定
、
高

齢
者
居
宅
生
活
支
援
施
設
の
整
備
と
一
体
と
し
て
そ
の
整
備
を
行
う
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
計
画
に
つ
い
て
都
道

府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
賃
貸
住
宅
を
社
会
福
祉
法
人
等
に
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
制
度
の
創
設

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
者
に
厚
生
労
働

大
臣
を
加
え
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
共
同
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項

に
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
の
供
給
の
目
標
の
設
定
に
関
す
る
事
項
等
を
追
加
す
る
。

二
、
都
道
府
県
は
、
一
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
の
供
給
の
目
標
等
を
内
容
と

す
る
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
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が
で
き
る
。

三
、
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
登
録
基
準
の
設
定
等

１

都
道
府
県
知
事
は
、
現
行
法
で
規
定
す
る
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
（
高
齢
者
の
入
居
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
て

い
る
住
宅
）
の
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
賃
貸
住
宅
が
、
床
面
積
の
規
模
、
構
造
及
び

設
備
、
賃
貸
の
条
件
等
に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
１
の
登
録
を
受
け
た
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
（
以
下
「
登
録
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
賃
貸
人

に
対
し
、
当
該
登
録
住
宅
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
知
事
は
、
登
録

住
宅
が
１
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
住
宅
の
賃
貸
人
に
対
し
、
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
施
設
と
一
体
と
な
っ
た
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進

１

都
道
府
県
知
事
は
、
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
施
設
（
高
齢
者
が
そ
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
）
と

一
体
と
し
て
整
備
を
行
う
現
行
法
で
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
計
画
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
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に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
供
給
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認

定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

１
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
施
設
と
一
体
と
な
っ
た
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
、

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
事
業
）
を
行
う
社
会
福
祉
法
人
等
に
賃
貸
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

五
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
は
、
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
に
基
づ
き
、
加
齢
に
伴
う
高
齢
者
の
身
体
の
機
能
の
低
下
の
状
況

に
対
応
し
た
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
住
宅
の
改
良
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
）
等
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


